
（基準）

➢ 使用者が一人で用いる手押し車型（歩行車、シルバーカー等）の機器。

➢ 高齢者等が自らの足で歩行することを支援することができる。搭乗するも
のは対象としない。

➢ 荷物を載せて移動することができる。

➢ モーター等により、移動をアシストする。（上り坂では 推進 し、かつ下
り坂ではブレーキをかける駆動力がはたらくもの。）

➢ ４つ以上の車輪を有する。
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移乗支援（装着）

介助者のパワーアシストを行う装着型の機器

（基準）

➢ ベッド、車いす、便器等の間を、高齢者等にとって負担がなく、安全かつ
安心して移乗することを支援する。

➢ 介助者が装着して用い、移乗介助の際の身体の負担を軽減する。

➢ 移乗開始から終了まで、介助者が一人で使用することができる。

➢ 介助者が一人で着脱可能であること。

「TAIS」に掲載される介護テクノロジーの判断基準

移乗支援（非装着）

介助者による移乗動作のアシストを行う非装着型の機器

（基準）

➢ ベッド、車いす、便器等の間を、高齢者等にとって負担がなく、安全かつ
安心して移乗することを支援する。

➢ 移乗開始から終了まで、介助者が一人で使用することができる。

➢ 要介護者を移乗させる際、介助者の力の全部又は一部のアシストを行うこ
と。

➢ つり下げ式移動用リフトを含む。

移動支援（屋外）

高齢者等の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット
技術を用いた歩行支援機器



移動支援（屋外）

（基準）※前ページからの続き

➢ 不整地を安定的に移動できる車輪径である。

➢ 通常の状態又は折りたたむことで、普通自動車の車内やトランクに搭載す
ることができる大きさである。

➢ マニュアルのブレーキがついている。

➢ 雨天時に屋外に放置しても機能に支障がないよう、防水対策がなされてい
る。
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「TAIS」に掲載される介護テクノロジーの判断基準

移動支援（屋内）

高齢者等の屋内移動や立ち座りをサポートし、特にトイレへの往復
やトイレ内での姿勢保持を支援するロボット技術を用いた歩行支援
機器

（基準）

➢  一人で使用できる又は一人の介助者の支援の下で使用できる。

➢ 使用者が自らの足で歩行することを支援することができる。搭乗するも
のは対象としない。

➢ 食堂や居間での椅子からの立ち上がりやベッドからの立ち上がりを主に
想定し、使用者が椅座位・端座位から立ち上がる動作を支援することが
できる。

➢ 従来の歩行補助具等を併用してもよい。

移動支援（装着）

高齢者等の外出等をサポートし、転倒予防や歩行等を補助するロ
ボット技術を用いた装着型の移動支援機器

(基準)

➢ 使用者が一人で用いる装着型の機器。

➢ 自立歩行できる使用者の転倒に繋がるような動作等を検知し、使用者
に通知して、転倒を予防することができる。または、自立して起居で
きる使用者の立ち座りや歩行を支援できる。

➢  歩行補助具等を併用してもよい。
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「TAIS」に掲載される介護テクノロジーの判断基準

排泄支援（排泄予測・検知）

排泄を予測又は検知し、排泄タイミングの把握やトイレへの誘導を
支援する機器 

（基準）

➢ 排尿又は排便に関する高齢者等の生体情報や温度・湿度等環境変化等に基
づき、排泄前の予測又は排泄後の検知ができる。なお、排泄前の予測につ
いてはトイレでの自立排泄を促すことやオムツの使用を最適化することを
目的とする。

➢ 予測又は検知結果に基づき、的確なタイミングで高齢者等のトイレ誘導や
介助者による排泄介助ができる。

➢ 高齢者等が装着する場合には、容易に着脱可能であり、皮膚が脆弱な方など
に配慮したものであること。

排泄支援（排泄物処理）

排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレ

（基準）

➢ 使用者が、居室で用いる便器。排泄物のにおいが室内に広がらないよう、
排泄物を室外へ流す、又は、容器や袋に密閉して隔離する。

➢ 室内での設置位置を調整可能であること。

排泄支援（動作支援）

ロボット技術を用いてトイレ内での下衣の着脱等の排泄の一連の動
作を支援する機器

(基準)

➢ 使用者が一人で使用できる又は一人の介助者の支援の下で使用できる。

➢ トイレ内での下衣の着脱等の排泄の一連の動作を支援することができる。
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「TAIS」に掲載される介護テクノロジーの判断基準

入浴支援

入浴におけるケアや動作を支援する機器

（基準）

➢ 高齢者等の清潔を保つことを目的とした入浴ケアや、浴槽への出入り動
作を支援できる。

➢ 高齢者等が一人で使用できる又は一人の介助者の支援の下で使用できる。

見守り・コミュニケーション（見守り（施設））

介護施設において使用する、各種センサー等や外部通信機能を備えた機器
システム、プラットフォーム

（基準）

➢ 各種センサー等や外部通信機能を備え、高齢者等の尊厳を保持しながら、介護
従事者等の業務の自動化等を支援することにより複数の高齢者等を同時に見守
ることが可能。

➢ 施設内各所にいる介護従事者等へ同時に情報共有することが可能。

➢ 高齢者等の状態や状態の変化等を検知し、介護従事者等への通知や高齢者等
本人へお知らせする等の機能のほか、情報・データの蓄積ができる。

➢ 高齢者等が自発的に助けを求める行動（ボタンを押す、声を出す等）から得る情
報だけに依存しない。

➢ 昼夜問わず使用できる。

（基準）

➢ 各種センサー等や外部通信機能を備え、在宅において、高齢者等の尊厳を
保持しながら、介護従事者等の業務の自動化等を支援することにより見守ること
が可能。

➢ 高齢者等の状態や状態の変化等を検知し、家族や介護従事者等への通知や
高齢者等本人へお知らせする等の機能のほか、情報・データの蓄積ができる。

見守り・コミュニケーション（見守り（在宅））

在宅において使用する、各種センサー等や外部通信機能を備えた機
器システム、プラットフォーム 



（基準） ※前ページからの続き

➢ 高齢者等が自発的に助けを求める行動（ボタンを押す、声を出す等）から
得る情報だけに依存しない。

➢ 高齢者等が端末を持ち歩く又は身に付けることを必須としない。
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「TAIS」に掲載される介護テクノロジーの判断基準

見守り・コミュニケーション（見守り（在宅））

見守り・コミュニケーション（コミュニケーション）

高齢者等のコミュニケーションを支援する機器

（基準）

➢ 高齢者等の日常生活全般が支援対象となる。

➢ 双方向の情報伝達によって高齢者等のコミュニケーションを活性化し、自立支援・社
会参加を促進するなど日常生活の維持・向上、活動の向上を支援する機器・シス
テムとする。

➢ 高齢者等の言語や顔、存在等を認識し、得られた情報を元に判断して、高齢者
等・家族・介護従事者等に高齢者等のプライバシーに配慮した情報伝達・共有が
できる。

介護業務支援

介護業務に伴う情報を収集・蓄積し、それを基に、高齢者等への介護サービ
ス提供に関わる業務に活用することを可能とする機器・システム

（基準）

➢介護業務に伴う情報を収集・蓄積し、それを基に、高齢者等への介護サービス提供に
関わる業務（リスク予測・検知、ケア推奨や各種ケア計画作成、職員教育・研修、記
録・職員間コミュニケーション、サービス提供等）に活用することを可能とし、業務改善に
より介護サービスの質の向上とともに、職員の負担軽減等が図られる機器・システムと

する。

➢生産性向上推進体制加算の要件であるインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に
資するICT機器（ビジネス用のチャットツールの活用による職員間の連絡調整の迅速化
に資するICT機器も含む）を含む。
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「TAIS」に掲載される介護テクノロジーの判断基準

機能訓練支援

（基準）

➢ 高齢者等の生活機能の維持・向上を行い、要介護度の維持・改善のため

に、介護職等が行う身体機能や生活機能の訓練における業務を支援する

機器・システムとする。

➢ 訓練におけるアセスメント・計画作成・訓練実施の一連の業務の一部、

もしくは全体を支援することにより介護サービスの質の向上とともに、

職員の負担軽減等が図られる機器・システムとする 。

介護職等が行う身体機能や生活機能の訓練における各業務（アセス
メント・計画作成・訓練実施）を支援する機器・システム

食事・栄養管理支援

高齢者等の食事・栄養管理に関する周辺業務を支援する機器・シス
テム

（基準）

➢ 誤嚥を検知する機器・システムまたは栄養管理を支援する機器・システ

ムとする。それらは以下の機能を持ち、介護サービスの質の向上ととも

に、職員の負担軽減等が図られるものとする。

✓ 誤嚥を検知する機器・システムは、高齢者等の誤嚥発生や誤嚥リスク

を検知し、通知により介護従事者等の支援を行い、かつ、情報・デー

タの蓄積ができるものとする。

✓ 栄養管理を支援する機器・システムは、高齢者等の食事摂取内容等を

把握し、情報・データの蓄積ができるものであり、かつ高齢者等の特

有の課題（低栄養等）を把握するものとする。
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「TAIS」に掲載される介護テクノロジーの判断基準

認知症生活支援・認知症ケア支援

認知機能が低下した高齢者等の自立した日常生活または個別ケアを
支援する機器・システム

（基準）

➢ 認知機能が低下した高齢者等の自立した日常生活または個別ケアを支援す

る機器・システムとする。それらは以下の機能を持つものとする。

✓ 高齢者等の認知機能の低下による日常生活のしづらさを解消し、高齢

者等が操作しやすい工夫や介助者に情報共有される機能を持ち、日常

生活の自立性の向上を支援するもの。なお、認知機能が低下した高齢

者等の支援に特化したものとする。

✓ 認知機能が低下した高齢者等の認知機能、生活環境、表情等の情報を

収集・蓄積し、それを基に、高齢者等の個々の特性に合わせた介護

サービス提供を支援する機能を持ち、介護サービスの質の向上ととも

に、職員の負担軽減等が図られることを支援するものとする。
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